
公  告 

 

 

 

 社会福祉法第１２０条第２項に基づき、災害等準備金の拠出状況について下記のと

おり公告します。 

 

 令和６年３月２５日 

 

 

                    社会福祉法人 山口県共同募金会 

                      会  長   大 窪 正 行 

 

 

記 

 

 

１ 拠出の趣旨 

令和６年１月１日に発生した能登半島地震に係る災害ボランティアセンター経

費等として、本県の災害等準備金を拠出し支援を行う。 

 

２ 拠出先 

  社会福祉法人 石川県共同募金会 

  社会福祉法人 富山県共同募金会 

 

３ 拠出額 

  ３,９９６,７８６円 

 

４ 拠出年月日 

  令和６年３月４日 


